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道路などの維持・整備費用を
支援しています

注
目
01

問合せ
建設課　道路河川係
☎内線 203

【対象作業】　〇市道、河川の陰切り、側溝清掃、河床浚渫など
　　　　　　〇法定外公共物の災害復旧、舗装など
【対象費用】　作業に必要な機械借上料、燃料費、原材料など
【補助率】 〇市道、河川に関するもの・・・全額
　　　　　　〇法定外公共物に関するもの・・・7割　※補助限度額あり

市道など、地域や市民団体が、維持補修作業を行う際に必要な経費を補助します。
①市民協働まちづくり事業　　　申請期限：9月 30日（水）

【対象道路】　4戸以上が利用する総延長30㍍以上、幅員 1㍍以上の生活道路
【支給範囲】　生活道路の路肩・舗装の補修、道路に付随する側溝整備
【支給原材料】　生コンクリート、砕石など
【 支 給 率 】 市が必要と認めた量の 7割　※ 3割は申請者負担

生活道路整備にかかる原材料を支給します。行政協力員を通じて申請してください。

②松浦市生活道路整備事業　　　申請期限：7月31日（金）

問合せ ①建設課道路河川係　　☎内線 203 ①福島支所地域振興課　☎内線 45　　
①鷹島支所地域振興課　☎内線 24　　②建設課管理係　　　　☎内線 202
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令和8年度松浦市
3世代同居・近居促進事業

注
目
02

問合せ
都市計画課　住宅係
☎内線 234

補助
対象

①　多子世帯で自ら居住するために行う中古住宅の取得費
②　①の取得の際にあわせて行う住宅の改修費
③　新たに子育て世帯を含む3世代で同居または近居するために行う住宅の改修費
④　新たに子育て世帯を含む3世代で同居または近居するために行う中古住宅の取得費

補助
金額

補助対象経費の 5 分の 1 以内（限度額 40 万円）
※次の場合には、それぞれ加算した額を限度額とします。
　〇子育て応援団体所属者　4 万円　〇新たに 3 世代で同居する者　20 万円

申請
方法

問合せ先までご相談ください。
申請期限　11 月 30 日（月）

注意
事項

※中古住宅を取得する際には、土地の価格は対象経費に含まれません。
※②③の改修は、市内業者に限ります。
※改修工事の詳細は、市ホームページをご確認ください。
※申請前の契約、着工は補助対象になりません。

　安心して子育てができる住環境整備のため、多子世帯や新たに 3世代（親、子、
孫など）で同居・近居するための中古住宅の取得や住宅の改修を支援します。

建築物に関する改修など
を支援します

注
目
03

問合せ
都市計画課　建築係
☎内線 245

申請期限　８月7日（金）
問合せ先までご相談ください。

申請方法

※国の予算の都合により補助支援ができない場合もございます。

①耐震診断　　　　　耐震診断費 136,000 円のうち 113,000 円（自己負担額 23,000 円）
②耐震改修計画作成　耐震改修計画作成に要した費用の 3分の 2以内（上限 7万円）
③耐震改修工事　　　耐震改修工事に要した費用の 4分の 3以内（上限 90万円）

昭和 56年 5月 31日以前に建てられた戸建て木造住宅の耐震化を支援します。
住宅耐震化

災害発生時の避難経路の確保と人身事故の防止のため、一定の条件（通学路など）を満た
す危険なブロック塀の除却費用の一部を補助します。

危険なブロック塀の除却

〇該当するブロック塀除却費用の3分の2以内（上限5万円）

〇アスベスト分析調査費用の10分の10以内（上限25万円）

アスベスト分析調査
アスベストの飛散による健康被害を予防するため、住宅等の建築物に露出して吹き付けられ
たアスベストの分析調査費用の一部を補助します。


